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第 51回 衆議院議員総選挙に係る臨時啓発事業の実施について 

 

山梨県選挙管理委員会及び山梨県明るい選挙推進協議会では、衆議院議員総選挙の 

啓発活動を、別紙のとおり行いますのでお知らせします。 

なお、主な啓発事業は次のとおりです。 

（【別紙】第 51回衆議院議員総選挙 臨時啓発事業計画より抜粋） 

 

 （４）のぼり旗の掲出 

    ・掲出先 県庁周辺、甲府駅北口、県合同庁舎、市町村施設 

    ・掲出期間 令和８年１月２７日（火）～２月８日（日） 

     ※１月２７日（火）の午前９時～午前１０時頃にかけて、県選挙管理委員会事務局職員が県庁

周辺及び甲府駅北口で掲出作業を実施します。 

 

（８）広報車による巡回啓発 

     ・出発式 日時 令和８年１月２９日（木）午前８時５０分～９時 

          場所 県庁別館前 

             ※「めいすいくん」・「武田信玄めいすいくん」（着ぐるみ）が登場 

 

（９）公共施設等での啓発（デジタルサイネージ） 

・日時 令和８年１月２７日（火）～２月８日（日） 

・場所 甲府駅ビル（セレオ）、イオンモール甲府昭和 

 

 （９）公共施設等での啓発（ヴァンフォーレ甲府ホームゲームでのオーロラビジョン掲示） 

     ・日時 令和８年２月７日（土）ホームゲーム前（予定） 

     ・場所 ＪＩＴリサイクルインクスタジアム（小瀬スポーツ公園内） 

      ※今回はブースでの啓発やハーフタイム中の周回イベントは実施しません。 

      ※掲出枠の状況により変更となる場合があります。 

 

（12）映画館のスクリーンを活用した啓発（シネアド） 

    映画館のスクリーンに選挙期日等を周知するＣＭを放映 

・日時 令和８年１月３０日（金）～２月８日（日） 

・場所 ＴＯＨＯシネマズ甲府（イオンモール甲府昭和） 

  

 （13）期日前投票所における啓発活動 

・令和８年２月２日（月）午前１０時３０分から１時間程度  山梨大学甲府キャンパス 

   

※【別紙】記載の各事業の実施期間等については、関係者との調整状況により変更する場合があります

ので、最新の情報については下記までお問い合わせ下さい。 

Press Release 

山梨県選挙管理委員会事務局 

（総務部市町村振興課財政企画室） 

書記 依田 

電話  055-223-1427 (内線 2491) 

令和８年１月２３日 

山梨県選挙管理委員会 

書記長 清水康太 

（総務部市町村振興課長） 

電話 055-223-1427（内線 2450） 
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第５１回衆議院議員総選挙 臨時啓発事業計画 

 

（１）候補者への明るい選挙要望書及び白バラの手交 

 明るい選挙を実現するため、選挙運動の主体である立候補者へ「明るい選挙要望書」及び

明るい選挙の象徴である白バラを手交する。 

□実 施 日 ： 令和８年１月２７日（火）公示日（立候補届出日） 

□参 加 者 ： 山梨県明るい選挙推進協議会、山梨県選挙管理委員会 

□実施場所 ： 立候補者事務所 

※詳細は別途情報提供。 

 

（２）啓発ポスターの掲示 

明るい選挙の推進と投票参加の呼びかけ及び選挙期日の周知を図るためポスターを掲示

する。 

□枚    数 ： １，０００枚程度（国作成） 

□配 布 先 ： 県関係機関、市町村施設等 

□掲示期間 ： 令和８年１月２７日（火）～２月８日（日） 

※国（総務省）から掲示物が届き次第、掲示期間内に掲示予定 

 

（３）マグネットシートによる啓発 

県、市町村の公用車に選挙期日を記載したマグネットシートを貼付し、周知を行う。 

□枚    数 ： ３００枚程度 

□掲示期間 ： 令和８年１月２７日（火）～２月８日（日） 

 

（４）のぼり旗の掲出 

選挙期間中、明るい選挙の推進及び投票参加を呼びかけるため、県庁舎、合同庁舎等に 

のぼり旗を掲出する。 

□掲 出 先 ： 県庁周辺、甲府駅北口、県合同庁舎、市町村施設 

□作 成 数 ： ３６０本程度 

□掲出期間 ： 令和８年１月２７日（火）～２月８日（日） 

 

（５）選挙公報による啓発 

 明るい選挙の推進及び選挙期日等の周知徹底を図るため、選挙公報の余白による啓発する。 

 □配 布 日 ： 公示日後１週間程度～選挙期日２日前 

 □配布枚数 ： 約３６．９万枚×３（小選挙区・比例・国民審査） 

□配 布 先 ： 各市町村を通じて、各世帯へ配布 

 

（６）広報媒体による啓発 

選挙期日等の周知徹底を図るため、県広報媒体等を活用し啓発を行う。 

   □電波広報 ： 県ラジオスポットの放送 
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（７）インターネット、ＳＮＳを活用した啓発 

県ホームページに臨時啓発用ページを作成するとともに、県の公式 LINE・Facebook・Ｘ及び 

県選管 Instagramによる啓発等を行う。 

・県ホームページ臨時啓発用ページ 

□掲載期間 ： 公示日～選挙期日 

□掲載内容 ： 選挙期日の周知、啓発活動、期日前投票所、立候補状況等 

・県の公式LINE・Facebook・X及び県選管Instagram 

□更新内容 ： 第５１回衆議院議員総選挙に関する情報提供 

□更新頻度 ： 随時 

 

（８）広報車による巡回啓発 

県広報車「ひかり号」で県内のほぼ全域を巡回し、投票参加を呼びかける。 

□出 発 式 ： 令和８年１月２９日（木）午前８時５０分～午前９時 

□巡回日時 ： 令和８年１月２９日（木）～２月８日（日）午前９時～午後４時 

        ※１月３１日（土）・２月１日（日）は巡回しません。 

 

（９）公共施設等での啓発 

甲府駅ビルの大型画面及びイオンモール内設置画面で映像を掲出（デジタルサイネージ）する。 

また、ヴァンフォーレ甲府のホームゲームにおいて投票を呼びかける。 

・甲府駅ビル大型画面、イオンモールで映像掲出（デジタルサイネージ） 

□実施日時 ： 令和８年１月２７日（火）～２月８日（日） 

□実施場所 ： 甲府駅ビル（セレオ）、イオンモール甲府昭和（モール内広場２カ所） 

  ・ヴァンフォーレ甲府ホームゲームでのオーロラビジョン掲出 

   □実施日時 ： 令和８年２月７日（土）ゲーム開始前（予定） 

   □実施場所 ： ＪＩＴリサイクルインクスタジアム（小瀬スポーツ公園内） 

   ※掲出枠の状況により変更が生じる場合があります。 

 

（10）スーパーマーケット、コンビニエンスストア等における啓発  

  ・県内スーパー等に対して啓発を依頼し実施 

□実施企業 ： オギノ、いちやまマート、アピタ双葉、セルバ、おかじま食品館、公正屋、イオ

ン（甲府昭和店・石和店）、フォレストモール富士河口湖、イトーヨーカドー、

アマノパークス（予定） 

□実施内容 ： レシートに選挙期日を周知する広告掲載、店内放送、ポスター掲示 

□実施期間 ： 令和８年１月２８日（水）～２月８日（日） 

※店舗の状況により実施期間が変更となる場合があります。 

・コンビニエンスストアにおける啓発 

□実施機関 ： ローソン（他都道府県と共同実施予定） 

□実施内容 ： レジ画面に啓発の広告を掲出 

□実施期間 ： 令和８年１月２７日（火）（予定）～２月８日（日） 

※他都道府県との調整状況により開始日が変更となる場合があります。 
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（11）金融機関を通じた啓発 

  山梨中央銀行の店舗内映像モニターに啓発映像を掲出（デジタルサイネージ）する。 

□実施機関 ： 山梨中央銀行県内本・支店（５８店舗） 

□実施内容 ： 店舗内に設置されている映像モニターに啓発映像を掲出 

□実施期間 ： 令和８年１月２７日（火）～２月７日（土） 

 

（12）映画館のスクリーンを活用した啓発（シネアド） 

映画館のスクリーンに選挙期日等を周知するＣＭを放映する。 

□実施機関 ： ＴＯＨＯシネマズ甲府 

□実施内容 ： 館内９スクリーンで15秒のＣＭを放映 

□実施期間 ： 令和８年１月３０日（金）～２月８日（日） 

 

（13）高等学校、大学等における啓発 

  県内高等学校及び大学等に対し、選挙啓発周知を依頼する。 

・高等学校：選挙啓発を内容とする周知を依頼 

□実施機関 ： 県立高等学校・特別支援学校、市立高等学校、私立高等学校 

□実施期間 ： 令和８年１月２８日（水）～２月８日（日） 

  ・大学等：学生向けＨＰ及びメールに選挙啓発文の掲載を依頼し実施 

□実施機関 ： 県内大学、短期大学等 

□実施期間 ： 令和８年１月２８日（水）～２月８日（日） 

・大学構内に設置した期日前投票所での啓発活動 

   □実施日時 ： 令和８年２月２日（月） 午前１０時３０分から１時間程度 

   □実施場所 ： 山梨大学（甲府キャンパス） 

   □実施内容 ： めいすいくんによる投票の呼びかけ等 

 

（14）企業訪問等 

・県内企業へ、啓発活動への協力依頼を実施（電子メール、電話により依頼） 

□実施期間 ： 令和８年１月２８日（水）～２月６日（土） 

□依 頼 先 ： 県内企業 

□依頼内容 ： ポスターの掲示、社内放送 

    

  


